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介護予防・重度化防止等の取組内容

１ ＰＤＣＡサイクルの活用による保険者機能の強化に向けた体制等の構築

取組内容 目標に関する事項 取組状況

地域包括ケア「見える化」システ

ムを活用して他の保険者と比較す

る等、当該地域の介護保険事業の

特徴を把握しているか。

他保険者比較により本市の特徴

を把握し、介護保険推進委員会で

示す。

全国、東京都及び西多摩３市

（青梅市、福生市、羽村市）

との高齢化率や認定率、受給

率などの比較を行い、地域の

特徴の分析を行った。

※配布資料４のとおり

日常生活圏域ごとの 65 歳以上人

口を把握しているか。

日常生活圏域ごとに 65 歳以上人

口を把握し、介護保険推進委員会

で示す。

把握を行った。

平成３０年４月１日現在

東部地域 7,443 人

中部地域 9,178 人

西部地域 6,969 人

2025 年度における要介護者数・

要支援者数等の将来推計を実施し

ているか。

前・後期高齢者別、要介護度別の

人数及び認定率を推計し、介護保

険推進委員会で示す。

左記の内容について、推計を

行った。

※配布資料３のとおり

介護保険事業に関する現状や将来

推計に基づき、2025 年度に向け

て、自立支援、重度化防止等に資

する施策について目標及び目標を

実現するための重点施策を決定し

ているか。

平成 30 年度に施策を検討及び決

定する。

重点的に検討する施策につい

て、介護保険推進委員会で検

討し、施策を決定する。

※配布資料６のとおり

人口動態による自然増減による推

計に加え、自立支援・介護予防に

資する施策など、保険者としての

取組を勘案した要介護者数及び要

支援者数の推計を行っているか。

施策を検討後、取組を勘案した要

介護者数及び要支援者数の推計

を行う。

第７期介護保険事業計画を策

定するに当たっては、取組を

勘案した推計を行っていない

ため、今後、第８期介護保険

事業計画の策定に向けて、推

計を行う予定である。

地域医療構想を含む医療計画も踏

まえつつ、地域の在宅医療の利用

者や、在宅医療の整備目標等を参

照しつつ、介護サービスの量の見

込みを定めているか。

都の医療計画を踏まえ、介護サー

ビスに移行する量の見込みを介

護保険事業計画に反映させる。

地域包括ケア「見える化」シ

ステムを活用し、介護サービ

スの量の見込みを行うととも

に、新設される介護老人保健

施設への介護需要の移動を加

味し、推計をしている。その

結果に加え、最終的に医療計

画との整合を図った。

資料 ７
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２ 自立支援、重度化防止等に資する施策の推進

（１）地域密着型サービス

認定者数、受給者数、サービスの

種類別の給付実績を定期的にモニ

タリング（点検）しているか。

介護保険事業状況報告を通して

毎月モニタリングする。

毎月のモニタリングを行うと

ともに、年間の実績について

は、取りまとめた上で、介護

保険推進委員会に報告を行

う。

※配布資料５のとおり

介護保険事業計画の目標が未達成

であった場合に、具体的な改善策

や、理由の提示と目標の見直しと

いった取組を講じているか。

介護保険推進委員会において評

価・分析を行い、改善に向けた検

討を行う。

介護保険推進委員会におい

て、検討を行う。

※配布資料７（本資料）のと

おり

取組内容 目標に関する事項 取組状況

地域密着型サービスの利用状況の

モニタリングや情報収集を行って

いるか。

利用状況のモニタリングを行うほ

か、運営推進会議等で管理者等か

ら情報収集を行う。

左記取組に加え、介護サービ

ス事業者に対して、参入状況

等のアンケート調査を実施す

る。

地域密着型サービス事業所の運営

状況を、運営協議会等で点検して

いるか。

地域包括支援センター運営協議会

等で利用状況や運営状況を点検す

る。

平成３０年度については、点

検を実施していない。

所管する介護サービス事業所につ

いて、指定の有効期間中に 1回以

上の割合で実地指導を実施してい

るか。

指定有効期間中に1回以上実地指

導を実施する。

平成３０年度については、６

年に１回程度の実施回数に満

ちていないため、平成３１年

度の実地指導から、指定有効

期間中に実地指導が行えるよ

う改善を図る。

地域密着型通所介護事業所におけ

る機能訓練・口腔機能向上・栄養

改善を推進するための取組を行っ

ているか。

医療・介護連携支援センターと連

携しながら、機能訓練・口腔機能

向上・栄養改善を推進するための

取組を行う。

平成３０年度については、実

施していない。
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（２）介護支援専門員・介護サービス事業所

（３）地域包括支援センター

取組内容 目標に関する事項 取組状況

保険者として、ケアマネジメント

に関する保険者の基本方針を、介

護支援専門員に対して伝えている

か。

平成３０年度に基本方針を策定

し、介護支援専門員に伝える。

今後実施を予定している「ケ

アプラン点検」の実施に合わ

せて、保険者としてのケアマ

ネジメントに関する基本方針

を取りまとめ、示していく予

定である。

介護サービス事業所の質の向上に

向けて、具体的なテーマを設定し

た研修等の具体的な取組を行って

いるか。

介護支援専門員の資質向上に資す

る研修を実施する。

介護支援専門員を対象とした

スキルアップの研修を実施す

る。（平成３１年２月）

研修テーマを「ファシリテー

ション」とする。

取組内容 目標に関する事項 取組状況

地域包括支援センターに対して、

介護保険法施行規則に定める原則

基準に基づく３職種の配置を義務

付けているか。

３職種を配置するよう指導し、平

成 32 年度までに義務付けを目指

す。

地域包括支援センター事業運

営委託仕様書により義務付け

している。

地域包括支援センターの３職種

（準ずる者を含む）一人当たり高

齢者数（圏域内の 65 歳以上高齢

者数／センター人員）はどのよう

になっているか。

日常生活圏域ごとの 65 歳以上の

人口を把握することに併せ、3職

種 1人当たりの高齢者数を把握す

る。

把握を行った。

平成３０年４月１日現在

東部・中部地域

１，８４７人

西部地域

１，７４２人

地域包括支援センターが受けた介

護サービスに関する相談につい

て、地域包括支援センターから保

険者に対して報告や協議を受ける

仕組みを設けているか。

はつらつ連絡会において、保険者

と協議・報告の場を設ける。

毎月第３火曜日に保険者と地

域包括支援センターの連絡会

を開催し、協議している。

介護サービス情報公表システム等

において、管内の全地域包括支援

センターの事業内容・運営状況に

関する情報を公表しているか。

介護サービス情報公表システムに

公表する。

【公表項目】

センターの業務日（平日）、定

休日、夜間・休日の体制、職

員体制、業務内容、活動実績
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取組内容 目標に関する事項 取組状況

毎年度、地域包括支援センター運

営協議会での議論を踏まえ、地域

包括支援センターの運営方針、支

援、指導の内容を検討し改善して

いるか。

包括の運営方針を作成し、運協に

おいて検討し改善を図る。

毎年度、包括の運営方針を作

成し、運協において検討を行

うとともに、運協での意見を

踏まえ改善を図っている。

地域包括支援センターと協議の

上、地域包括支援センターが開催

する介護支援専門員を対象にした

研修会・事例検討会等の開催計画

を作成しているか。

包括が作成する介護支援専門員の

研修計画（案）等を市と包括が協

議の上、決定する。

包括が作成した介護支援専門

員の研修計画（案）を市と包

括で内容を検討し、研修計画

を決定している。

介護支援専門員のニーズに基づい

て、多様な関係機関・関係者との

意見交換の場を設けているか。

包括職員が事業者連居宅部会へ参

加し、意見交換を行う。

包括職員が事業者連居宅部会

へ参加し意見交換を行うとと

もに、医療・介護連携検討委

員会において、多様な関係機

関・関係者との意見交換を行

っている。

管内の各地域包括支援センターが

介護支援専門員から受けた相談事

例の内容を整理・分類した上で、

経年的に件数を把握しているか。

事業実績報告において、相談事例

の内容の整理等を行い、経年的に

件数を把握する。

包括の事業実績報告により介

護支援専門員から受けた相談

事例の内容を整理・分類し、

経年的に件数を把握できるよ

うに調整している。

地域ケア会議について、地域ケア

会議が発揮すべき機能、構成員、

スケジュールを盛り込んだ開催計

画を策定しているか。

地域ケア個別会議（専門員相談会）

開催のお知らせに、地域ケア会議

の位置付け、アドバイザー及び年

間計画を掲載する。

地域ケア会議の年間計画を策

定しており、同会議の趣旨及

び構成員についても盛り込ん

でいる。

地域ケア会議において多職種と連

携して、自立支援・重度化防止等

に資する観点から個別事例の検討

を行い、対応策を講じているか。

リハビリテーション専門職が参画

する地域ケア個別会議を実施し、

自立支援・重度化防止に努める。

地域ケア個別会議において、

専門職と連携し、自立支援・

重度化防止の観点から個別事

例の検討を行っている。

個別事例の検討等を行う地域ケア

会議における個別事例の検討件数

割合はどの程度か。

年間 24 件以上の個別事例を検討

する。

平成３０年９月３０日現在

個別ケースの検討件数１７件

（※受給者数２，５４４人）
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（４）在宅医療・介護連携

取組内容 目標に関する事項 取組状況

地域ケア会議で検討した個別事例

について、その後の変化等をモニ

タリングするルールや仕組みを構

築し、かつ実行しているか。

モニタリングの仕組みを構築し、

必要に応じて実行する。

【ルールや仕組みの概要及び

具体的な実行内容】

地域ケア個別会議（専門員相

談会）において、個別事例に

対し、「課題の明確化」「長期・

短期目標の確認」「優先順位の

確認」「支援や対応及び支援者

や対応者の確認」及び「モニ

タリング方法の決定」を検討

している。

複数の個別事例から地域課題を明

らかにし、これを解決するための

政策を市町村へ提言しているか。

地域の課題発見シートを作成し、

運協（地域ケア推進会議）に提言

する。

地域ケア個別会議において把

握された地域課題について、

地域の課題発見シートを作成

し、運協（地域ケア推進会議）

に提言するとともに、地域課

題を解決するための政策を提

言している。

地域ケア会議の議事録や決定事項

を構成員全員が共有するための仕

組みを講じているか。

会議録等を作成し、構成員で共有

する。

会議記録を作成し、参加者で

共有している。

取組内容 目標に関する事項 取組状況

地域の医療・介護関係者等が参画

する会議において検討された在宅

医療・介護連携の対応策が具体化

されているか。

医療・介護連携検討委員会で検討

された在宅医療・介護連携の対応

策を具体化する。

医療・介護連携検討委員会に

おいて、在宅医療・介護連携

の課題を検討している状況で

ある。

医療・介護関係者の協力を得なが

ら、切れ目なく在宅医療と在宅介

護が一体的に提供される体制の構

築に向けて必要となる具体的取組

を企画・立案した上で、具体的に

実行するとともに、実施状況の検

証や取組の改善を行っているか。

在宅医療と在宅介護が一体的に提

供される体制の構築に向けた取組

内容を医療・介護連携検討委員会

で検討し、具体化するとともに、

実施状況を検証し改善を行う。

医療・介護連携検討委員会に

おいて、在宅医療と在宅介護

が一体的に提供される体制の

構築に向けた課題を検討して

いる状況である。

医療・介護関係者間の情報共有ツ

ールの整備又は普及について具体

的な取組を行っているか。

医療・介護連携検討委員会におい

て、情報共有ツールについて検討

し、整備するとともに、普及につ

いて具体的に取組を行う。

情報共有ツールを整備すると

ともに、各医療機関及び介護

事業者に周知している。
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（５）認知症総合支援

取組内容 目標に関する事項 取組状況

地域の医療・介護関係者、地域包

括支援センター等からの在宅医

療・介護連携に関する相談に対応

するための相談窓口を設置し、在

宅医療・介護連携に関する相談内

容を、医師会等の医療関係団体と

の会議等に報告しているか。

医療・介護地域連携支援センター

に設置する相談窓口に寄せられる

相談内容を医療・介護連携検討委

員会に報告し、必要に応じ協議す

る。

相談窓口に寄せられる相談

が、現在、少ない状況である

ため、医療・介護連携検討委

員会に報告ができていない。

医療・介護関係の多職種が合同で

参加するグループワークや事例検

討など参加型の研修会を、保険者

として開催または開催支援してい

るか。

医療・介護地域連携支援センター

が主催する研修会等を支援する。

医療・介護地域連携支援セン

ターが主催する研修会等に市

職員及び包括職員が参加し、

開催を支援している。

居宅介護支援の受給者における

「入院時情報連携加算」及び「退

院・退所加算」の取得率の状況は

どうか。

取得率を調査し、状況を把握する。 把握した。

平成３０年４月から１１月まで

退院退所加算取得率

0.70％

入院時情報連携加算

1.22％

取組内容 目標に関する事項 取組状況

認知症施策の取組（「介護保険事

業に係る保険給付の円滑な実施

を確保するための基本的な指針」

第二の三の１の（二）に掲げる取

組）について、各年度における具

体的な計画（事業内容、実施（配

置）予定数、受講予定人数等）を

定め、毎年度その進捗状況につい

て評価しているか。

認知症初期集中支援チーム、認知

症地域支援推進員を計画的に設置

するとともに、認知症ケアの向上

のための取組、市民後見人の育成、

支援組織の体制整備、認知症サポ

ーターの養成・普及その他市町村

が行う認知症の方とその家族への

支援に関する取組について検討す

る。

計画に基づき、認知症初期集

中支援チーム、認知症地域支

援推進員を設置するととも

に、認知症サポーターの養成

等を行っているが、進捗状況

の評価は、現在、行っていな

い。

認知症初期集中支援チームは、認

知症地域支援推進員に支援事例

について情報提供し、具体的な支

援方法の検討を行う等、定期的に

情報連携する体制を構築してい

るか。

はつらつ連絡会において、支援チ

ームと推進員が定期的に情報連携

を行える体制を構築する。

はつらつ連絡会及びチーム員

会議に認知症地域支援推進員

が参加し、情報連携を行って

いる。

毎月１回
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（６）介護予防／日常生活支援

取組内容 目標に関する事項 取組状況

医師会等の医療関係団体と、認知

症のおそれがある方に対して、か

かりつけ医が認知症疾患医療セ

ンター※1等専門医療機関と連携

して早期診断・早期対応につなげ

る体制を構築しているか。

認知症疾患医療センターと連携

し、医師会や医療機関に対し、セ

ンターの役割を周知するととも

に、早期診断・早期対応につなげ

るための具体的な取組を検討す

る。

認知症初期集中支援チームに

おける専門医の選定に当たっ

て、地区医師会の協力を得た。

また、チーム員会議に認知症

疾患医療センターから職員を

派遣してもらっている。

認知症支援に関する介護保険外

サービスの整備、認知症支援に携

わるボランティアの定期的な養

成を行っているか。

認知症サポーターステップアップ

講座を年 2回以上実施する。

【取組内容】

・地域でボランティア等とし

て活動できる方を育成する

ため認知症サポーターステ

ップアップ講座を開催して

いる。

・認知症カフェの設置、運営

を促進するため、認知症カ

フェ運営補助事業を実施し

ている。

取組内容 目標に関する事項 取組状況

介護予防・日常生活支援総合事業

の創設やその趣旨について、地域

の住民やサービス事業者に対し

て周知を行っているか。

市ホームページへの掲載、リーフ

レットの作成に加え、介護教室や

事業者説明会等により周知を行

う。

事業者への説明会、広報誌・

ホームページの掲載、冊子（パ

ンフレット）の作成により、

周知している。

介護保険事業計画において、介護

予防・生活支援サービス事業にお

ける多様なサービス及びその他

の生活支援サービスの量の見込

みを立てるとともに、その見込量

の確保に向けた具体策を記載し

ているか。

多様なサービス等の整備に向けた

取組として、サービス見込量を推

計し、必要なサービスの種類や量

を確保する。

介護保険事業計画Ｐ５０、P

９６及びＰ１０７を参照

※1：地域の認知症に係る医療・介護の連携の推進役となる医療センターのこと。二次保健医療圏に１か所整備されている。
認知症と身体症状の双方に切れ目のない医療支援体制を構築し、地域との連携体制に積極的に取り組む必要がある。
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取組内容 目標に関する事項 取組状況

介護予防・生活支援サービス事業

における多様なサービスやその

他の生活支援サービスの開始に

あたり、生活支援コーディネータ

ー※2や協議体、その他地域の関係

者との協議を行うとともに、開始

後の実施状況の検証の機会を設

けているか。

生活支援コーディネーターと定期

的に情報交換を行うとともに、協

議体において協議等を行う。

生活支援コーディネーターと

活動状況や協議体における協

議事項などについて、情報交

換を行うとともに、協議体に

おいて、必要な介護予防・生

活支援サービスについて検討

している。

高齢者のニーズを踏まえ、介護予

防・生活支援サービス事業におけ

る多様なサービス、その他生活支

援サービスを創設するために具

体的な取組を行っているか。

生活支援サービスを創設するた

め、生活支援コーディネーターと

定期的な意見交換や協議体を開催

する。

訪問型サービスＡ（平成２９

年４月１日創設）

生活支援コーディネーターと

定期的に情報交換を行うとと

もに、協議体において、地域

の課題等を報告し、必要な介

護予防・生活支援サービスに

ついて検討している。

介護予防に資する住民主体の通

いの場への 65 歳以上の方の参加

者数はどの程度か。

住民主体の通いの場への参加者数

を調査し、把握する。

生涯学習推進課及び社会福祉

協議会に対し、調査を行い、

住民主体の通いの場への参加

者数を把握している。

地域包括支援センター、介護支援

専門員、生活支援コーディネータ

ー、協議体に対して、多様な地域

の社会資源に関する情報を提供

しているか。

生活支援コーディネーターに地域

の社会資源を提供し、生活支援コ

ーディネーターが作成する資源マ

ップを包括等へ配布するなど、情

報提供する。

市が提供した社会資源の情報

や生活支援コーディネーター

が把握した社会資源をまとめ

た「シニア元気ガイドブック」

を作成し、関係機関に配布す

るとともに、ホームページに

掲載している。

地域リハビリテーション活動支

援事業（リハビリテーション専門

職等が技術的助言等を行う事業）

等により、介護予防の場にリハビ

リテーション専門職が関与する

仕組みを設けているか。

介護予防の場にリハビリテーショ

ン専門職が関与する場を検討する

とともに、関与する仕組みを設け

る。

介護予防の場にリハビリテー

ション専門職が関与する場を

検討している状況である。

※2：生活支援コーディネーターは「地域支え合い推進員」とも呼ばれ、協議体と協力しながら、自分たちのまちをより良
くしていくために、地域の様々な活動をつなげ、組み合わせる調整役のこと。
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（７）生活支援体制の整備

取組内容 目標に関する事項 取組状況

住民が自ら積極的に通いの場等

に参加する等、介護予防活動への

参加を促進する取組を推進して

いるか。

介護予防リーダー育成講習会を年

1回以上実施するとともに、介護

予防リーダーの活動を支援する。

また、社会参加プログラムや生活

支援コーディネーターが作成した

資源マップを周知する。

・介護予防リーダーを育成す

るとともに、その活動を支

援している。

・市内各地区において、地域

イキイキ元気づくり事業を

実施し、その運営に関し、

健康づくり市民推進委員を

中心に地域の方々がボラン

テイアとして活動してい

る。

・高齢者の社会参加を奨励・

支援するため、高齢者が特

養などでボランティア活動

を行った場合に、ポイント

を付与し、年間最大 5,000

円を付与している。

取組内容 目標に関する事項 取組状況

生活支援コーディネーターに対

して市としての活動方針を提示

し、支援を行っているか。

活動方針等を提示し、生活支援コ

ーディネーターを支援する。

委託仕様書に活動内容を提示

すとともに、必要に応じて情

報連携等を行っている。

生活支援コーディネーターが地

域資源の開発に向けた具体的取

組（地域ニーズ、地域資源の把握、

問題提起等）を行っているか。

地域ニーズや地域の資源を把握し

マップ化するとともに、協議体に

おいて地域の課題等を報告する。

・地域の資源をまとめた「シ

ニア元気ガイドブック」を

作成するとともに、把握し

た地域の課題等を協議体に

おいて報告した．

・地域資源の開発について、

地縁組織に協力依頼等の働

きかけを行っている。

協議体が地域資源の開発に向け

た具体的取組（地域ニーズ、地域

資源の把握等）を行っているか。

協議体において、生活支援コーデ

ィネーターが把握した地域ニーズ

や地域資源等を基に地域資源の開

発に向けた検討を行う。

今後、地域資源の開発に向け

た検討を行う予定である。
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（８）要介護状態の維持・改善の状況等

取組内容 目標に関する事項 取組状況

生活支援コーディネーター、協議

体の活動を通じて高齢者のニー

ズに対応した資源の開発（既存の

活動やサービスの強化を含む。）

をするために具体的な取組が行

われているか。

生活支援コーディネーターが把握

した高齢者ニーズや地域資源等を

参考に資源の開発を行うため、生

活支援コーディネーターと定期的

な協議や協議体を開催する。

・生活支援コーディネーター

があきる野商工会(商工会

から協議体委員を選出して

いる)と連携し、買い物が困

難な高齢者等向けに、配達

サービスのある商店の情報

を取りまとめ情報発信を行

う予定である。

・今後、協議体において、地

域資源の開発に向けた検討

を行う予定である。

取組内容 目標に関する事項 取組状況

一定期間における、要介護認定者

の要介護認定等基準時間の変化

率の状況はどのようになってい

るか。

基準時間を分析できるように研究

する。

平成３０年度末までに抽出で

きるよう調整中である。

一定期間における、要介護認定者

の要介護認定の変化率の状況は

どのようになっているか。

申請区分別の介護度の変化を分析

し、特徴を把握する。

介護保険データベースを用い

て、平成２９年度認定者の認

定の変化率から特徴を分析し

た。
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３ 介護保険運営の安定化に資する施策の推進

（１）介護給付の適正化

取組内容 目標に関する事項 取組状況

介護給付の適正化事業の主要５

事業（認定調査状況のチェック、

ケアプランの点検、住宅改修など

の点検、医療情報との突合・縦覧

点検、介護給付費通知）のうち、

３事業以上を実施しているか。

３事業以上実施する。 「要介護認定の適正化」「住宅

改修の点検」「医療情報との突

合・縦覧点検」及び「介護給

付費通知」の４つについて取

り組んでいる。

今後、ケアプラン点検につい

ても、実施する予定である。

ケアプラン点検をどの程度実施

しているか。

地域包括支援センター等の主任介

護支援専門員とともにケアプラン

点検を年１事業所以上実施する。

現在は実施していないが、平

成３１年度から本格的に実施

する予定である。

医療情報との突合・縦覧点検を実

施しているか。

職員に東京都国民健康保険団体連

合会の研修を受講させ、実施する。

東京都国民健康保険団体連合

会の縦覧点検等に加え、市で

も独自に同連合会の帳票を活

用し、医療情報との突合・縦

覧点検の取組を平成３０年度

から開始した。

福祉用具の利用に関しリハビリ

テーション専門職が関与する仕

組みを設けているか。

福祉用具の利用の際に、リハビリ

テーション専門職が関与する場を

検討するとともに、関与する仕組

みを設ける。

引き続き、関与の仕組みにつ

いて検討を行う。

住宅改修の利用に際して、建築専

門職、リハビリテーション専門職

等が適切に関与する仕組みを設

けているか。

住宅改修の利用の際に、建築専門

職、リハビリテーション専門職が

関与する場を検討するとともに、

関与する仕組みを設ける。

引き続き、関与の仕組みにつ

いて検討を行う。

給付実績を活用した適正化事業

を実施しているか。

給付実績を把握し、必要に応じて

介護給付適正化を図る。

現在のところ、給付の適正化

につながる取組を行っていな

いが、給付実績等については

定期的なモニタリングに努め

ている。
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（２）介護人材の確保

取組内容 目標に関する事項 取組状況

必要な介護人材を確保するため

の具体的な取組を行っているか。

多様な人材層に対する介護人材キ

ャリアアップ研修支援事業などの

実施に取り組む。

緩和した第１号事業（訪問型

サービスＡ）の従事者として、

専門的な知識及び技術を有す

るものを養成する研修を実施

する。また、同事業に従事す

ることだけを目的とせずに、

広く介護に従事した人材の確

保を目指し、同研修を実施す

ることを、今後検討する。


